
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

日本放送協会令和３年度財務諸表 

に添える監査委員会の意見書 
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（序文）  

日本放送協会監査委員会は、放送法第７５条により日本放送協会の財

務諸表に関する監査を行うことと定められている。  

本意見書は、日本放送協会の令和３年度（令和３年４月１日～令和４

年３月３１日）財務諸表に関する監査について記したものであり、監査

結果としては、同法同条により会計監査人の監査が併せて法定されたこ

とに基づき、会計監査人の監査報告の相当性について意見を示す。  

 

Ⅰ  監査方法およびその内容  

監査委員会は、同法第７６条に基づき任命された会計監査人が独立の

立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視・検証するた

め、会計監査人から、事前に監査の計画として監査手続等監査の概要、

当年度の重点監査項目、監査体制等を、期中には「独立監査人の中間監

査報告書」および「中間監査結果説明書」を受け取り、また各四半期を

対象期間とする監査実施概要等ならびに検討課題等について報告を受

け、必要に応じて質疑応答した。  

併せて、決算日後に会計監査人が行った現金・預貯金および有価証券

等の実査の報告を受け、それらの実在性を確認した。  

 監査委員会は、会計監査人から「独立監査人の監査報告書」および

「監査結果説明書」を受け取り、同人が常に公正不偏の態度を保持する

とともに独立性に関する指針および規程を遵守して独立性を維持したこ

と、および同人の職務の執行状況等について報告を受けた。これに関し

て、受信料に関する監査手続き、インターネット活用業務に係る費用の

明細に関する監査手続き、連結子会社の監査に関する監査手続き、ＩＴ

を活用した監査アプローチや分析、新型コロナウイルスの監査対応への

影響、監査報告書の記載内容、およびその他監査に関する法令や規程の

遵守に関する事項等について質疑応答した。  
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また、監査委員会は、必要に応じて、会計処理の対応等について、会

計監査人および経理局から説明を受けた。  

以上の方法に基づき、監査委員会は、令和３年度財務諸表につき、検

討した。  

 

Ⅱ  監査意見  

会計監査人の監査意見（「財務諸表が、放送法、放送法施行規則及び我

が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

日本放送協会の令和４年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める」）は、相当と認め

る。 

 

以上  

 




